
Ｒ２年度

当初予算額

12 5億5 00 0

1 0億2 44 0

3億7 91 0

1 8億1 60 0

2億5 00 0

3 80 0

2億8 32 0

1 0

18 0

3 7億9 26 0

9億3 19 8

17 2億7 45 8

4 7億2 45 8

会　計　名

単位：万円（四捨五入）

令和２年度予算会計別総括表

特別会計＋病院事業会計

一　　般　　会　　計

特

　

別

　

会

　

計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道 事 業

飲 料 水 供 設 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

分 収 育 林 事 業

総 合 開 発 事

病 院 事 業 会 計

合　　　計

特別会計計

令
和
２
年
度
当
初
予
算
、
一

般
会
計
・
特
別
会
計
・
病
院
事

業
会
計
の
合
計
額
は
１
７
２

億
７
４
５
８
万
円
で
前
年
度

対
比

１７
億
１
２
９
４
万
円
の

増
額
予
算
（

１１
．
０
１
％
増
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。
内
訳
は
表

の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
は

１
２
５
億
５

千
万
円
で
前
年
度
比
▲

１１
億

５
千
万
円
増
（
１
０
．
１
％
増
）

と
な
り
ま
し
た
が
、
庁
舎
・
病

院
建
設
・
災
害
復
旧
事
業
を
除

け
ば
８
０
億
円
程
度
と
な
り

ま
す
。

自
主
財
源
は

２８
億
４
８
４

５
万
円
、
収
入
総
額
の

２５
．

７
％
で
▲
７
８
７
７
万
円
減

と
な
り
ま
し
た
。
保
育
料
や
給

食
費
の
無
償
化
に
活
用
し
て

い
た
福
祉
事
業
基
金
の
減
少

や
財
政
調
整
基
金
繰
入
額
の

減
少
に
よ
る
も
の
で
す
。

依
存
財
源

地
方
交
付
税

と
い
う
国
か
ら
頂
く
お
金
は
、

特
例
加
算
が
な
く
な
り

４５
億

４
千
万
円
（
総
額
の

３６
．

２
％
）
で
▲
７
千
万
円
の
減
を

見
込
み
ま
し
た
。

庁
舎
・
病
院
建
設
が
始
ま

り
、
合
併
特
例
債
や
過
疎
債
に

よ
り
町
債
が
約
７
億
円
増
、
ま

た
災
害
復
旧
事
業
や
小
・
中
の

タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
な
ど

国
・
県
支
出
金
が
５
億
３
千
万

円
の
増
。
な
ど
で
、
依
存
財
源

が

９７
億
円
（

７７
．
２
％
）
と

な
り
ま
し
た
。

借
金
の
返
済
額
は
、
災
害
復

旧
事
業
の
起
債
償
還
が
始
ま

り
、
２
３
０
０
万
円
の
増
と
な

っ
て
い
ま
す
。

令
和
２
年
度
当
初
の
基
金

（
積
立
金
）
総
残
高
は
９
９
億

円
で
前
年
度
末
よ
り
▲
４
億

８
千
万
円
減
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
令
和
２
年
度
末

の
地
方
債
（
借
金
）
残
高
の
総

額
は
１
２
６
億
５
千
万
円
と

な
り
前
年
度
よ
り
７
億
６
千

万
円
の
増
と
な
る
予
定
で
す
。

な
お
、
平
成

３０
年
度
末
の

町
民
一
人
あ
た
り
の
借
金
残

高
は
１
３
１
万
９
千
円
と
な

り
ま
す
が
、
交
付
税
措
置
な
ど

借
金
の
性
質
を
考
慮
す
る
と

積
立
金
総
額
の
ほ
う
が
借
金

総
額
よ
り
多
く
な
り
ま
す
。

発行 神石高原町議会議員

木野山孝志 後援会
令和２年４月１０日 ＮＯ５５

発行責任者：橋迫芳隆

神石高原町父木野２９５３－１

ホームページ http://www7a.biglobe.ne.jp/~t-kinoyama/

令和２年度

当初予算



３月補正 ３ 月補正後予算 適　　　用

-▲6億5497 113億1187

5571 10億1401 保険給付5504、財調積立　40

-▲2874 3億5413 広域連合納付金▲2874

-▲5294 18億1268 保険給付費▲5000

-▲50 2億5504 施設維持費▲56

4189

2億4642

10

60

-2647 37億2487

-▲2999 4億8455

-▲7億1143 155億2129

-▲5646 42億0942

平成３１年・令和元年度予算会計別総括表

令和元年度

会　計　名

単位：万円（四捨五入）

特別会計＋病院事業会計

一　　般　　会　　計

特

　

別

　
会

　

計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道 事 業

飲 料 水 供 設 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

分 収 育 林 事 業

総 合 開 発 事

病 院 事 業 会 計

合　　　 計

特別会計計

（単位：万円）四捨五入

費目 補正予算 補正後予算 主な内容

議会費 -▲334 8335

総務費 -▲8504 25億9422
庁舎建設▲1870、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ▲3500、定住促進▲943、源流の里維持再生▲
918、企業誘致▲150、チャレンジ事業▲100

民生費 -▲4354 18億4860
障碍者介護給付442、介護保険特会繰出▲1239、後期高齢者特会繰出▲2820、
放課後児童管理▲255

衛生費 -▲6424 11億5733
医療従事者奨学金▲708、予防接種▲300、成人保険▲942、病院事業会計補助
▲2565、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ神石▲970

農林水産費 -▲6695 9億9899
新規就農者支援▲926、農業振興▲662、ひろしま農業創生301、農地耕作条件
改善▲170、地籍調査2083、森林経営管理推進▲1398、
小規模崩壊地復旧▲2681

商工費 -▲118 1億1177

土木費 -▲1693 3億9109 公営住宅管理▲1032

消防費 -▲1071 4億3826 防災対策（避難訓練、備品購入等）▲349、Ｈ30/7豪雨災害対策▲527

教育費 9796 8億6834
公立学校情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ環境整備1億575
社会教育施設管理運営295

災害復旧費 -▲5億6826 8億9756
過年度発生農地・農業施設災害補助復旧▲2億4383、
現年発生道路橋梁災害復旧▲1300、過年度道路橋梁復旧▲3億1123

公債費 -▲1177 12億8410 長期債元金償還173、長期債利子償還▲1222

諸支出金 1億1903 5億9826 保険医療福祉支援事業基金積立616、かがやきネット管理運営基金積立1億484

予備費 4000

合　計 -▲6億5497 113億1187

　　　　令和２年３月一般会計補正予算（令和元年度３月分）

令
和
元
年
度
補
正
予
算
（
Ｒ
２
年
３
月
）
は
、

表
の
と
お
り
で
、
歳
入
で
は
現
年
災
害
復
旧
補

助
金
の
減
な
ど
に
よ
る
県
支
出
金
の
減
や
普
通

交
付
税
確
定
額
が
予
算
額
よ
り
多
か
っ
た
た
め

の
財
政
調
整
基
金
の
繰
入
額
（
取
崩
額
）
の
減

な
ど
が
主
な
も
の
で
、
災
害
復
旧
費
や
小
規
模

崩
壊
地
復
旧
費
な
ど
減
額
補
正
さ
れ
ま
し
た
。

過
疎
対
策
事
業
債
の
発
行
限
度
額
も
毎
年
減

額
さ
れ
て
お
り
（
前
年
度
比
▲
２
６
３
０
万
円
）

当
初
予
算
額
２
億
７
５
６
０
万
円
か
ら
、
６
７

災害復旧を最優先した予算となりました。

本年度は、第２次創成計画に基づき、目標を人口

の社会増減をゼロに定め、「住んでよかったと実感で

きるまちづくり」を目指します。

※当初予算の明細は別紙を参考にしてください

○災害復旧関連

令和２年度＝１７．８億円（他に、繰り越し分３億   

９７９０万円有り）災害復旧費 24.3％増

○ふれあいタクシー ６，５９８万円

（利用料金６００⇒９００円。利用回数３０⇒２０回）

○庁舎・病院建設工事始まる。１８億７，５１７万円

○トマト団地農地造成（階見・黒木谷） ６，８１６万円

（本格整備工事始まる）

○給食費無償化事業の終了⇒教育環境整備へ移行

○子育て世代支援を充実

（福祉課＋保健課）⇒（子育て応援課＋福祉保健課）

○ビジネスコンテスト⇒町主催取り止め（ファンド事業へ）

○東京（浅草）まるごと日本出店⇒休止

○町紹介・ＰＲ事業 年賀状発行⇒中止

○補助事業の見直し（・繰越金過多保有団体、・雇用

促進事業、・チャレンジファンド運営補助、・商工会ﾌﾟﾚ

ﾐｱﾑ通貨補助、・畜産予防接種など）

８
０
万
円
を
減
額
し
ま
し
た
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
基
金
運
営
補
助
金

５
０
０
万
円
、
貸
付
予
定
額
３
千
万

円
を
減
額
補
正
し
ま
し
た
。

学
校
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
整

備
（
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
）
の

た
め
１
億
５
７
５
万
円
あ
ま
り
追
加

計
上
し
、
事
業
を
令
和
２
年
度
に
繰

越
し
ま
し
た
。



生
活
交
通
機
関
確
保
事
業

木
野
山

利
用
料
の
見
直
し
は
、

大
幅
値
上
げ
と
な
っ
た
。

ス
ム
ー
ズ
な
移
行
に
は
、
利
用

者
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠

だ
。
対
応
は
。

瀬
尾
総
務
課
長

お
願
い
文
も
併

せ
改
正
内
容
を
個
別
に
送
付
す
る

と
と
も
に
、
全
町
周
知
と
し
て
町
広

報
に
内
容
を
掲
載
す
る
。

木
野
山

理
由
や
内
容
を
分
か
り

や
す
く
周
知
し
て
頂
き
た
い
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
フ
ァ
ン
ド
運
営
事
業

木
野
山

財
団
の
運
営
努
力
に
よ

り
純
資
産
の
積
立
額
も
か
な
り
増

加
し
初
期
の
補
助
目
的
は
達
せ
ら

れ
て
い
る
。
運
営
費
補
助
は
、
そ

ろ
そ
ろ
見
直
し
た
ら
ど
う
か
。

岡
崎
政
策
企
画
課
長

一
定
額
の

積
立
は
で
き
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。

木
野
山

財
団
へ
の
事
業
資
金
貸

付
も
、
審
査
に
確
実
性
を
期
す
た

め
そ
の
額
や
内
容
を
見
直
し
た
ら

ど
う
か
。

岡
崎
政
策
企
画
課
長

色
々
と
ご

指
摘
が
あ
り
不
備
な
点
も
出
て
き

た
。
そ
の
旨
、
財
団
に
伝
え
た
い
。

木
野
山

資
金
支
援
は
全
て
が
補

助
金
で
は
な
く
、
新
し
い
視
点
で
の

前
向
き
な
取
り
組
み
で
あ
り
評
価

し
ま
す
が
、
制
度
が
分
か
り
難
く
い

と
い
う
声
を
聞
く
。
利
用
し
や
す

い
、
長
続
き
す
る
制
度
に
な
る
よ
う

中
身
を
検
討
し
て
頂
き
た
い
。

有
害
鳥
獣
駆
除
対
策
事
業

木
野
山

駆
除
対
策
の
新
し
い
展

望
が
見
ら
れ
な
い
。
一
歩
踏
み
込
ん

だ
対
策
・
施
策
提
案
は
な
い
の
か
。

瀬
尾
産
業
課
長

対
策
費
が
増
加

し
て
い
る
割
に
は
被
害
額
が
減
っ
て
い

な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

思
い
切
っ
た
対
策
は
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
の
が
現
状
だ
が
、
全
国
的
な

事
案
を
参
考
に
思
い
切
っ
た
施
策
を

検
討
し
た
い
。

次
期
ご
み
処
理
対
策
事
業

木
野
山

次
期
構
想
で
は
、
Ｒ
Ｄ
Ｆ

施
設
は
不
要
と
な
る
。
対
策
は
考
え

て
い
る
の
か
。

環
境
衛
生
課
長

広
域
処
理
に
伴

い
、
町
内
に
中
継
施
設
を
整
備
し
収

集
運
搬
を
行
う
事
を
検
討
中
だ
。
中

継
施
設
の
整
備
方
針
の
中
で
、
新
設

対
応
だ
け
で
な
く
、
現
Ｒ
Ｄ
Ｆ
施
設
の

改
修
方
法
も
含
め
検
討
し
た
い
。

木
野
山

ペ
レ
ッ
ト
の
製
造
は
。

松
本
環
境
衛
生
課
長

検
討
し
て

い
な
い
。

ト
マ
ト
団
地
新
規
就
農
者
支
援

木
野
山

新
規
就
農
者
へ
の
生
活

支
援
な
ど
経
済
的
サ
ポ
ー
ト
も
必

要
と
思
う
が
、
現
状
は
。

産
業
課
長

現
在

１３
人
が
就
農

さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
手
厚
い
サ

ポ
ー
ト
が
で
き
て
い
た
が
、
就
農

者
も
増
加
し
、
現
在
は
Ｊ
Ａ
や
県

と
連
携
し
分
業
サ
ポ
ー
ト
体
制
を

と
っ
て
い
る
。
当
初
の
全
面
サ
ポ

ー
ト
の
考
え
は
堅
持
し
て
い
る
。

木
野
山

生
活
面
で
、
サ
ポ
ー
ト

し
易
い
よ
う
な
制
度
を
検
討
し
た

ら
ど
う
か
。

瀬
尾
産
業
課
長

住
宅
は
補
助
の

関
係
で
新
規
就
農
者
に
限
っ
て
の

有
利
な
公
的
制
度
を
新
た
に
設
け

る
こ
と
は
難
し
い
。

木
野
山

資
金
面
で
も
、
支
援
を

検
討
し
て
頂
き
た
い
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想

木
野
山

都
市
部
と
の
文
化
・
教
育

環
境
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
、
こ

の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
導
入

は
非
常
に
期
待
で
き
る
。

こ
の
制
度
は
、
国
の
方
針
で
全
国

一
斉
か
。

馬
屋
原
教
育
長

各
市
町
で
判
断

し
、
進
め
る
も
の
で
す
。

木
野
山

文
科
省
の
教
育
方
針
な

の
だ
ろ
う
が
、
全
体
事
業
費
の

４０
％
程
度
し
か
国
費
が
つ
い
て
い

な
い
。
財
政
部
局
は
、
も
っ
と
国
や

県
に
交
渉
す
べ
き
で
は
。

森
重
副
町
長

そ
の
通
り
で
す
。
エ

ア
コ
ン
整
備
の
時
も
同
程
度
だ
っ

た
。今

後
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
県
を

通
じ
国
へ
要
望
し
て
い
き
た
い
。

条
例
制
定
・
改
正
の
主
な
も
の

○
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
一
部
改
正

＊
国
民
健
康
保
険
広
域
化
に
伴

い
税
率
を
改
正

 
 

 

＊
基
礎
課
税
額
な
ど
引
き
上
げ

○
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

 
 

＊
新
規
１
件
、
継
続

４９
件

工
事
請
負
契
約
の
変
更

○
工
事
名

庁
舎
・
病
院
造
成
工
事

請
負
金
額

３
億
８
９
２
９
万
円

請
負
者

児
玉
建
設
株
式
会
社

○
工
事
名

出
佐
道
路
災
害
復
旧
工
事

工

期 
 

令
和
２
年
６
月
３０
日

請
負
者 

 

村
上
建
設
株
式
会
社

○
工
事
名 

 

豊
松
山
村
広
場
三
塁
側

法
面
復
旧
工
事

工

期 
 

令
和
２
年
６
月
３０
日

請
負
者 

 

横
山
建
設
株
式
会
社

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
同
意

・
氏

名 
 

小
坂

依
文

・
住

所 
 

油
木
乙
６
７
３
４�

?

１

・
任

期 
 

委
嘱
日
か
ら
３
年

☆
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

令和２年３月１日オープンした
182 ｽﾃｰｼｮﾝ「フードコート」



  

第
２
期
総
合
戦
略
の
方
針

町
長

こ
こ
に
住
み
続
け
る
人
々

の
満
足
度
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を

最
優
先
に
考
え
、
内
発
的
な
取
り

組
み
と
成
る
よ
う
手
法
を
変
え

た
。転

入
転
出
の
均
衡
に
結
び
付
く

と
確
信
し
て
い
る
。

補
助
金
の
見
直
し

町
長

平
成

２７
年
に
策
定
し
た

見
直
し
指
針
「
公
益
性
・
効
果
性
・

公
平
性
・
団
体
の
適
格
性
」
に
定

量
的
評
価
ま
た
は
定
性
的
評
価
を

加
え
評
価
項
目
を
統
一
し
、
総
合

的
評
価
を
行
っ
た
。

社
会
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
公
益

上
の
必
要
性
や
行
政
推
進
上
の
有

効
性
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。

補
助
金
は
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

財
源
は
貴
重
な
税
金
で
あ
る
こ
と

を
基
本
に
踏
ま
え
、
有
効
に
活
用

し
、
効
果
的
・
効
率
的
か
つ
適
切

な
執
行
が
さ
れ
る
よ
う
取
り
組

む
。

木
野
山

財
政
が
厳
し
い
中
で
新

し
い
創
造
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
貴
重
な
税
金
な
の
で
公
益

的
な
法
人
と
い
え
ど
も
運
営
費
や

一
般
管
理
費
に
相
当
す
る
補
助
は

シ
ビ
ア
ー
に
見
て
い
く
べ
き
だ
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
有
効
活
用

木
野
山

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
対
す
る

交
付
金
は
、
寄
附
者
の
意
向
に
応

え
、
本
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
経
費

相
当
額
を
差
し
引
い
た
額
を
そ
の

ま
ま
交
付
さ
れ
て
い
る
。
特
定
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
交
付
金
に

お
い
て
も
、
法
人
の
一
般
管
理
費

も
一
定
額
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費

と
解
し
、
そ
の
使
用
を
認
め
て
い

る
。一

般
管
理
費
を
充
当
す
る
こ
と

は
、
目
的
外
使
用
で
は
な
く
寄
附

者
の
意
向
に
沿
っ
て
い
る
と
解
さ

れ
問
題
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本

町
の
一
般
管
理
費
も
そ
の
一
定
額

を
ふ
る
さ
と
納
税
事
務
経
費
に
計

上
し
、
差
引
額
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ

の
交
付
額
と
し
た
ら
ど
う
か
。

自
主
財
源
の
少
な
さ
か
ら
、
起

債
な
ど
に
頼
っ
た
財
政
運
営
を
行

わ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
を
踏
ま

え
、
財
源
の
確
保
は
最
重
要
課
題

で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
納
税
を
有
効

に
活
用
す
る
こ
と
は
寄
附
者
が
在

住
す
る
他
市
町
に
対
し
て
も
十
分

な
抗
弁
案
件
と
な
る
の
で
は
。

町
長

協
働
の
担
い
手
で
あ
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
に
対
す
る
ま
ち
の
財
政

支
援
は
、
町
財
政
状
況
を
考
え
、

団
体
の
財
源
確
保
の
た
め
行
政
の

役
割
と
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の

仕
組
み
を
活
用
し
て
い
る
。

町
の
財
源
確
保
の
た
め
に
必
要

経
費
以
上
を
町
の
経
営
財
源
と
す

る
こ
と
は
寄
附
者
の
意
向
に
応
え

る
も
の
で
は
な
く
、
意
向
に
反
す

る
も
の
で
す
。

木
野
山

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
な

の
で
貴
重
な
税
金
だ
。
他
市
町
か

ら
は
公
平
性
の
観
点
か
ら
有
効
利

用
を
望
ま
れ
る
と
思
う
。
ま
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
事
業
の
公
益
性
、
本
町

の
施
政
方
針
と
の
合
致
・
明
確
化

が
問
わ
れ
る
。

制
度
上
、
本
町
の
税
金
な
の
で

一
般
管
理
費
も
一
定
額
は
目
的
経

費
に
含
め
る
べ
き
だ
。

町
長

Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
公
益
性
も
あ
り

本
町
の
指
針
と
合
致
し
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
な
の
で
、

他
市
町
へ
は
説
明
の
必
要
は
な

い
。
寄
附
者
に
対
し
て
は
、
そ
の

意
思
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
説
明

責
任
は
あ
る
。

寄
附
を
受
け
る
団
体
の
経
費
は

そ
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も

の
で
一
般
管
理
費
を
含
む
が
、
町

第
２
期
「
神
石
高
原
町
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
成
総
合
戦
略
」

は
、
目
先
を
地
元
住
民
に
向
け

ら
れ
、
よ
り
地
に
着
い
た
施
策

と
な
る
も
の
と
大
い
に
評
価
し

ま
す
。
基
本
的
考
え
方
を
伺
う
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
対
す
る
交
付
額

を
見
直
し
た
ら
ど
う
か
。

自
治
功
労
者
賞
を
頂
き
ま
し
た

議
員
在
職

１５
年
以
上
と
な
り
、

全
国
町
村
議
会
議
長
会
よ
り
自
治

功
労
者
賞
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ

も
皆
様
方
の
長
年
に
亘
る
ご
支
援

の
た
ま
も
の
と
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

こ
の
栄
誉
を
旨
に
な
お
一
層
精

進
い
た
し
ま
す
の
で
今
後
と
も
変

わ
ら
ぬ
ご
指
導
ご
支
援
を
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

木
野
山
孝
志

は
そ
の
目
的
と
な
る
事
業
を
行
っ
て

い
な
い
の
で
直
接
的
経
費
以
外
を
含

む
の
は
寄
附
者
の
意
思
に
反
す
る
と

思
う
。

一
方
で
、
町
の
財
政
状
況
は
、
地

方
交
付
税
の
縮
減
や
人
口
減
少
に
伴

い
、
今
後
も
町
経
営
を
圧
迫
す
る
。

団
体
支
援
以
外
の
町
政
策
に
対
す
る

ふ
る
さ
と
納
税
の
活
用
は
必
要
で
あ

り
、
町
の
政
策
を
納
税
者
に
共
鳴
、

共
感
し
て
頂
く
た
め
に
更
な
る
町
の

魅
力
づ
く
り
、
情
報
発
信
に
努
め
る
。

こ
の
度
の
補
助
金
の
見
直
し
は

従
来
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の

か
。
基
本
的
考
え
方
は
。


